
消防団用無線システム概要

１ 指揮者間通話用（消防本部、団長～副分団長）

①・③ デジタル簡易登録局

２ 指揮者～団員通話用（分団長～部長～班員）

⑤ 小電力トランシーバー

３ 災害情報収集用受令器

② 車両受令器（デジタル簡易登録局内蔵）

④ 携帯受令器（団長～副支団長～本部分団長）
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③携帯登録局
VXD20（団長～副分団長）

②車両受令器
DR-XF5CR（登録局内蔵）

①消防本部基地登録局
VX-D2901U

1 デジタル簡易登録局交信範囲
（21CH待機 22・23CHは予備）

1～14、16～20、24～30CHは、一般の方とも交信
可能です。（15CHは呼び出し専用）



⑤ 小電力トランシーバー
SR70A (２０CH)
分（副）団長～団員

２ 小電力トランシーバー交信範囲

チャンネルは自由に使用できますが、一般の方も使用しています。

単三電池用
充電器
各班長



④ 携帯受令器DJ-XF5P
（団長～副支団長～本部分団長）

３ 災害情報収集用（受令器）
酒田消防（消防波1・2受信）

受令器の無い団員は、車両の受令器から災害情報を得る。

②車両受令器
DR-XF5CR（登録局内蔵）
※外部スピーカーからは、
登録局のみ流れます。



運 用 要 領

１ 運用チャンネル

①②③のデジタル簡易登録局は、メイン21CHとし、

22・23CHは予備とする。（21～23CHは秘話を設定済）

⑤の小電力トランシーバーは、分団単位とし、

分団長が20CH内から指定する。（隣接する分団で調整）

２ 呼び出し要領

特に指定しないが、他の団員が分かるようにする。

例、団長から本部長。 １分団長から本町ポンプ

２分団長から佐藤部長。 １部佐藤から阿部団員


